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1. 建設業の労働災害の現況

2. 死亡災害事例

3. 安全で適正な施工の確保

4. 法令改正：労働者以外の者に対する保護規制
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建設工事従事者の年間死亡者数（全国）
2

令和３年における建設業の死亡労働者数は、全国で288人でした。
これに事業主や一人親方の死亡者数を加えた建設工事従事者（建設職人）全体の死亡者数は、全国で382人でした。
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建設職人の事故の型別死亡者数[人]
（令和３年 全国 計382人）

【死亡者数】死亡労働者数は死亡災害報告（厚生労働省の内部報告）による。
一人親方等の死亡者数は厚生労働省調べ。「職場のあんぜんサイト」参照。

外円は事故の型別死亡者数。
内円は事故の型ごとに「労働者」「一人親

方等」の順に死亡者数を記載。



労働災害発生状況の推移：休業４日以上の死傷災害/死亡災害（岐阜署）
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増減を繰り返しています。
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上：休業４日以上の死傷災害、下：うち死亡災害。労働者死傷病報告ほかによる。新型コロナウイルス感染症によるものを含む。

休業４日以上の死傷災害

死亡災害



建設業の労働災害の特徴：事故の型別（岐阜署）
4

「墜落・転落」で３割を占めます。

墜落、転落, 320 人, 

35.7%

飛来、落下, 99 人, 

11.0%
はさまれ、巻き込まれ, 

95 人, 10.6%

転倒, 77 人, 8.6%

切れ、こすれ, 67 人, 

7.5%

動作の反動、無理な動
作, 47 人, 5.2%

激突, 46 人, 5.1%

激突され, 43 人, 

4.8%

交通事故（道路）, 40 
人, 4.5%

崩壊、倒壊, 29 人, 

3.2% はしご等, 84 人

足場, 51 人

屋根、はり、もや、けた、

合掌, 47 人

トラック, 38 人

建築物、構築物, 26 人

階段、桟橋, 19 人

それ以外, 55 人

建設業10年
（H24-R3）
死傷者数
計897人

※確定値外を含む。

休業４日以上の死傷災害（各年の１月から12月まで）。労働者死傷病報告による。新型コロナウイルス感染症によるものを含む。



５月の死亡災害（岐阜署）
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ローラーに轢かれた。

下水道工事現場において、エンジンがかかった状態で停

車中の振動ローラーの付近で被災者が片付け・清掃作業を

行っていた際、現場責任者が、当該振動ローラーのエンジ

ンを切ろうと振動ローラー左側から身を乗り出したとこ

ろ、当該振動ローラーが動き出して轢かれた。



建設業の特徴と安全で適正な施工の確保

安全経費の確保など適切な発注をお願いします。また、適宜仕様書等の見直しもお願いします。

安全で適正な施工の確保建設業の特徴

• 重層請負関係

• 責任の所在が不明確になりやすい

• １箇所に多数の建設工事従事者＝災害リ

スク増

• 重篤な労働災害が起きやすい

• 危険：大きなエネルギー、自然も相手

• 有害：大量の有害物（粉じん、化学物

質、etc.）

• ヒトがコントロールできる領域が限られる

（他業種に比べて）

• 日々入場者と形状が変化する（毎日が違う現

場）

• 適正な発注・取引（工期・経費・石綿対策）

• 週休２日発注や長時間労働防止などの働

き方改革を含む。

• 建設工事計画届の14日ルールや機械等

設置届の30日ルールの遵守（夏休みの

外壁改修工事）。

• 石綿事前調査結果報告の徹底（石綿調査

済建築物、上下水道管等の地下埋設

物）。

• 安全経費確保、賃金支払確保等

国土交通省ウェブサイトから
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法令改正：労働者以外の者に対する保護規制（令和５年４月１日から）
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「安衛法第22条は労働者と同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨」とした最高裁の判決を踏まえた改正で

す。

危険有害な作業を行う事業者は、以下の措置を講じなければならないこととする。

① 労働者以外の者にも危険有害な作業を請け負わせる場合は、請負人（一人親方、下請業者）に
対しても、労働者と同等（※）の保護措置を実施すること。

② 同じ作業場所にいる労働者以外の者（他の作業を行っている一人親方や他社の労働者、資材搬
入業者、警備員など、契約関係は問わない）に対しても、労働者と同等（※）の保護措置を実施す
ること。

○ 安衛法第22条に基づいて規定されている計11の省令（石綿障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、特定
化学物質障害予防規則など）を改正する。

元請（ゼネコン）

同じ作業場所にいる
・一人親方
・他社の労働者
・資材を搬入する業者
・警備員 など

保護措置同じ作業場所にいる
自社の労働者

保護措置

危険有害作業

労働者 請負人（一人親方、下請業者）

同じ作業場所
※赤色が新たに義務付ける措置

保護措置 保護措置

事業者

（※）事業者は、一人親方等に対して指揮命令関係にないことなどから、同一の措置は困難な場合、それに代わる措置を求めることとする。

請負契約

②

①



ゼロ災チャレンジ2022（岐阜署）
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期間中の災害ゼロに向けた取組を推進しています。


